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平成２８年第２回常陸太田市議会定例会会議録 

 

平成２８年６月３日（金） 

            ─────────────────── 

議 事 日 程（第１号） 

平成２８年６月３日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 報告第 ２ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市市税条例等の一 

             部を改正する条例） 

      報告第 ３ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市都市計画税条例 

             の一部を改正する条例） 

      報告第 ４ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市国民健康保険税 

             条例の一部を改正する条例） 

      報告第 ５ 号 専決処分の承認を求めることについて（行政不服審査法及び行政不 

             服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う 

             関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例） 

      報告第 ６ 号 専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額の決定につい 

             て） 

      報告第 ７ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度常陸太田市一 

             般会計補正予算（第６号）） 

      報告第 ８ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度常陸太田市戸 

             別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第２号）） 

      報告第 ９ 号 平成２７年度常陸太田市一般会計予算繰越明許費繰越計算書につい 

             て 

      報告第１０号 平成２７年度常陸太田市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計 

             算書について 

日程第 ３ 議案第６４号 常陸太田市財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例の一部改正 

             について 

      議案第６５号 常陸太田市医療福祉費支給に関する条例の一部改正について 

      議案第６６号 常陸太田市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正につ 

             いて 

      議案第６７号 消防ポンプ自動車購入契約について 

      議案第６８号 平成２８年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）について 

            ─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 会期の決定 
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 日程第 ２ 報告第２号ないし報告第１０号（一括上程・報告案件説明） 

 日程第 ３ 議案第６４号ないし議案第６８号（一括上程・提案理由説明） 

            ─────────────────── 

出席議員 

    １１番   深 谷 秀 峰 議 長   １０番   菊 池 伸 也 副議長 

     １番   諏 訪 一 則 議 員    ３番   藤 田 謙 二 議 員 

     ５番   木 村 郁 郎 議 員    ６番   深 谷   渉 議 員 

     ８番   平 山 晶 邦 議 員    ９番   益 子 慎 哉 議 員 

    １２番   高 星 勝 幸 議 員   １３番   成 井 小太郎 議 員 

    １４番   茅 根   猛 議 員   １５番   福 地 正 文 議 員 

    １６番   川 又 照 雄 議 員   １７番   後 藤   守 議 員 

    １８番   黒 沢 義 久 議 員   １９番   髙 木   将 議 員 

    ２０番   宇 野 隆 子 議 員 

            ─────────────────── 

説明のため出席した者 

       大久保 太 一 市    長    宮 田 達 夫 副 市 長 

       中 原 一 博 教 育 長    植 木   宏 総 務 部 長 

       加 瀬 智 明 政策企画部長    樫 村 浩 治 市民生活部長 

       西 野 千 里 保健福祉部長    滑 川   裕 農 政 部 長 

       岡 﨑 泰 則 商工観光部長    生田目 好 美 建 設 部 長 

       根 本 康 弘 会 計 管 理 者    井 坂 光 利 上下水道部長 

       菊 池   武 教 育 次 長    関   正 美 農業委員会事務局長 

       鈴 木   淳 秘 書 課 長    笹 川 雅 之 総 務 課 長 

       大和田   隆 監 査 委 員 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

       宇 野 智 明 事 務 局 長    榊   一 行 事 務 局 次 長 

       鴨志田 智 宏 議 事 係 長 

            ─────────────────── 

午前１０時開会 

○深谷秀峰議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は１７名であります。 

 定足数に達しておりますので，これより平成２８年第２回常陸太田市議会定例会を開会いたし

ます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 
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 会議録署名議員の指名 

○深谷秀峰議長 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８８条の規定により 

     １番   諏 訪 一 則 議 員    ２０番   宇 野 隆 子 議 員 

両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○深谷秀峰議長 諸般の報告を行います。 

 最初に，議長会の経過についてご報告いたします。 

 去る４月１５日，常陸太田市において県北市議会議長会が，同じく１９日，水戸市において茨

城県市議会議長会が，同じく２７日，さいたま市において関東市議会議長会が，さらに５月３１

日，東京都において全国市議会議長会が開催されました。会議内容については，お手元に配付い

たしました印刷物によりご承知願います。 

 次に，３月４日付で，常陸太田市谷河原町６４７，県立太田第二高等学校教職員有志，篠原睦

美氏から，県立佐竹高校と太田二高の統合の中止を求める陳情書がお手元に配付してあります写

しのとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，監査委員から，平成２７年度定期監査報告書及び平成２８年３月，４月，５月の例月現

金出納検査の結果について，報告書が別紙写しのとおり提出されておりますので，ご報告いたし

ます。 

 次に，地方自治法第２４３条の３第２項の規定により，一般財団法人里美ふるさと振興公社，

株式会社水府振興公社のそれぞれの経営状況を説明する書類がお手元に配付いたしてありますと

おり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席するよ

う要求いたしましたので，ご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  宮 田 達 夫 君 

 教 育 長  中 原 一 博 君    総 務 部 長  植 木   宏 君 

 政策企画部長  加 瀬 智 明 君    市民生活部長  樫 村 浩 治 君 

 保健福祉部長  西 野 千 里 君    農 政 部 長  滑 川   裕 君 

 商工観光部長  岡 﨑 泰 則 君    建 設 部 長  生田目 好 美 君 

 会 計 管 理 者  根 本 康 弘 君    上下水道部長  井 坂 光 利 君 

 教 育 次 長  菊 池   武 君    農業委員会事務局長  関   正 美 君 

 秘 書 課 長  鈴 木   淳 君    総 務 課 長  笹 川 雅 之 君 

 監 査 委 員  大和田   隆 君 

 以上，１７名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 この際，市長より招集のご挨拶を願います。市長。 
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〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 平成２８年第２回の市議会定例会を招集いたしましたところ，議員各位にお

かれましては，ご多忙中にもかかわらず，ご出席を賜りまして，まことにありがとうございます。

あわせまして，日ごろから議員の皆様には，市政の進展と円滑なる運営のために格別なるご高配

を賜り，深く感謝を申し上げる次第でございます。 

 さて，ご承知のとおり，国におきましては５月２６，２７日の２日間，主要７カ国首脳会議が

三重県を会場に開催され，世界経済の危機回避で結束を確認した首脳宣言が採択されたところで

す。安倍総理は，首脳会議で一致した財政出動を具体化するために，経済対策を盛り込んだ第２

次補正予算案編成に向けた検討に入る一方，消費税１０％への引き上げを２年半延期することを

表明されました。本市の財政運営に関しましても，今後も国の動向を注視しながら進めてまいり

たいと思います。 

 ここで，３月，第１回市議会定例会以降の主な出来事などにつきまして，ご報告をさせていた

だきます。 

 初めに，地方創生にかかわる新型交付金についてでございます。今年度，常陸太田市ひと・ま

ち・しごと創生総合戦略の加速化元年と位置づけまして，総合戦略４つの基本目標，仕事・雇用

創出，定住促進・交流拡大，結婚・出産・子育て支援，地域連携拠点形成における各施策を着実

に推進しまして，持続可能な常陸太田市を目指しているところでございますが，地方版総合戦略

を本格的に推進させますために，新型交付金制度，地方創生推進交付金が今年度新たに創設され

たところであります。 

 対象事業は，先駆性のある取り組み，既存事業の隘路を発見し，打開する取り組み等でありま

して，期待される効果は先駆的な取り組み等を後押しすることによりまして，地方における安定

した雇用創出，地方への新しい人の流れ，まちの活性化など地方創生の推進を深めることとなっ

ております。本市では対象となり得る事業等を柔軟な考えで検討していただくために，５月上旬

に若手職員によるワーキンググループを立ち上げたところであります。現在，グループごとに与

えられたテーマに沿って検討しております。それぞれのグループで検討された事業につきまして

は，７月上旬に庁内の事業コンペにより決定する予定であり，若手職員の活躍を大いに期待して

いるところでございます。 

 次に，道の駅ひたちおおたについてでございます。現在，ハード面では駐車場等の外構工事等

に着手をし，また５月中旬に常陸太田産業振興株式会社の社員を採用し，それぞれの部署にかか

わる研修を実施しているところでございます。また，パート等の採用につきましても，常陸太田

産業振興株式会社とテナント出店予定６社合同の面接会を開催するなど，それぞれが７月２１日

のオープンに向けまして，さまざまな準備を進めているところでございます。 

 次に，竜神峡鯉のぼりまつりについてでございます。開催期間中におけるつり橋の渡橋者数は

４万８人で対前年度比4,１８５人の減でございましたけれども，来場者自体はそれほど減少して

いないように思われます。したがいまして，渡橋者を増やしますために，今後も二度，三度とつ

り橋を渡ってもらえるよう，さらなる工夫をしてまいりたいと考えております。また，今年は鯉
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のぼりまつり期間中の５月３日から６日間，竜神ダム湖を活用したカヌー体験イベントを開催い

たしましたところ，子どもを含め１５６名の方が体験されました。未経験者が参加しやすいイベ

ントでありまして，入込客の増加が期待できることから，今後も実施できるよう検討してまいり

ます。 

 次に，常陸太田特別支援学校の中学部，高等部の開校についてでございます。昨年，小学部が

先行開校した県立常陸太田特別支援学校で本年４月，中学部，高等部が開校いたしました。新た

に中学部４８名，高等部５３名の生徒たちが入学をいたしまして，５月７日に開校式典が挙行さ

れたところでございます。本市及び周辺市町村の特別支援教育の充実という観点から，誠に喜ば

しいことでございます。今後も本市特別支援教育のセンター的役割を担っていただきますため，

連携を図ってまいります。 

 次に，県北芸術祭についてでございます。県北の自然や食文化，伝統・歴史を生かし，６市町

を舞台に９月１７日から開催される芸術祭の展示会場や展示内容が５月２３日の実行委員会総会

におきまして決定をし，同日，記者発表されました。展示会場は３０会場，参加アーティストは

８６組でありまして，本市においてはパルティホールや鯨ケ丘地域等７会場で実施されることに

なりました。今後，実行面での組織体制を整えて，成功に向けて進めてまいります。 

 続きまして，３月市議会定例会において，あらかじめご了承をお願いいたしました専決処分に

ついてご報告を申し上げます。 

 特別交付税の確定，市債の変更等にかかわります予算措置について，平成２７年度の一般会計

補正予算の専決処分をさせていただきました。さらに，地方税法等の改正に伴います市税条例，

都市計画税条例，国民健康保険税条例，行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正を専決処分させていただ

きました。 

 続きまして，本定例会に提案させていただきます議案についてご報告させていただきます。 

 今回の提出議案は，ただいま申し上げました専決処分の報告７件，平成２７年度繰越明許費等

の繰越計算書の報告２件，条例の一部改正３件，消防ポンプ自動車購入契約１件及び平成２８年

度補正予算１件，合わせまして１４件でございます。なお，会期中に人事案件１件を追加提案す

る予定でございますのでよろしくお願いをいたします。 

 各議案の提案理由につきましては，議題となりましたときに副市長及び担当部長よりご説明を

申し上げます。各議案とも慎重にご審議をいただきまして，原案のとおり承認・可決・ご同意を

賜りますようお願い申し上げまして招集の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

○深谷秀峰議長 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたしま

す。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 会期の決定 

○深谷秀峰議長 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本
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日から６月１６日まで１４日間といたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から６月１６日まで１４日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 報告第２号ないし報告第１０号 

○深谷秀峰議長 次，日程第２，報告第２号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市

市税条例等の一部を改正する条例），報告第３号専決処分の承認を求めることについて（常陸太

田市都市計画税条例の一部を改正する条例），報告第４号専決処分の承認を求めることについて

（常陸太田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例），報告第５号専決処分の承認を求める

ことについて（行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例），報告第６号専決処分の承認

を求めることについて（損害賠償の額の決定について），報告第７号専決処分の承認を求めるこ

とについて（平成２７年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）），報告第８号専決処分の承

認を求めることについて（平成２７年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補

正予算（第２号）），報告第９号平成２７年度常陸太田市一般会計予算繰越明許費繰越計算書に

ついて，報告第１０号平成２７年度常陸太田市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書に

ついて，以上９件を一括議題といたします。 

 報告案件の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりましてご説明申し上げます。 

 議案書の１ページをお開き願います。報告第２号は，専決処分の承認を求めることについてで

ございます。２ページに専決処分書の写しがございますが，「地方税法」の一部改正等に伴い，

常陸太田市市税条例等の一部を改正する条例を本年３月３１日に専決処分させていただきました。

今回の一部改正条例は改正内容が多岐にわたりますので，お配りしてございますＡ３横長の報告

第２号資料市税条例の主な改正についてによりご説明をさせていただきます。こちらの資料でご

ざいます。 

 改正は大きく３条から成り，１の改正条例第１条関係につきましては，（１）延滞金の計算期

間の見直し，（２）法人税割の税率の引き下げ，（３）軽自動車税の車体課税の実施，右側のペ

ージ中段になりますけれども，（４）個人市民税の医療費控除の特別措置，（５）固定資産税の

特例措置でございます。２の改正条例第２条関係につきましては，現行の軽自動車税を種別割と

することに伴う規定の整理，３の改正条例第３条関係につきましては，市たばこ税に関する経過

措置の整理でございます。 

 資料の左側にお戻り願います。第１条関係の（１）は延滞金の計算期間の見直しでございます

が，今回の改正は国税における延滞金の計算期間の見直しに準じ，所要の改正を行うものでござ

います。対象となる税目は個人市民税と法人市民税で，平成２９年１月１日以後の期間に対応す
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る延滞金，または同日以後に申告書の提出期限が到来する税に適用されます。 

 改正内容といたしましては，図１にございますように，当初申告の後に減額更正があり，さら

に増額更正があった場合に，減額更正と増額更正の差額につきまして，旧制度では申告当初から

増額更正までの期間に対して延滞金が発生しておりましたが，新制度では延滞金が発生しないと

するものでございます。ただし，増額更正が当初申告を上回らないことが条件となっております。 

 続きまして，（２）は法人税割の税率の引き下げでございます。法人関係の税収が多い大都市

部の自治体と税収が少ない地方の自治体では，税源の地域間格差が生じております。このような

ことを解消するため，法人市民税の法人税割の税率を引き下げ，その引下げ見合い分を国におい

て地方法人税の税率を引き上げ，地方交付税の原資とし，交付税化することにより，自治体間の

財政力格差の縮小を図るための改正でございます。 

 適用は，平成２９年４月１日以降の事業年度となります。本市では，従前より自前の税収確保

のため，標準税率ではなく制限税率を適用しておりますことから，現行の１2.１％から 8.４％に

改めるものでございます。なお，税率の引き下げにより減収となる税額分につきましては，先ほ

どご説明いたしましたとおり，地方交付税により交付される見込みでございます。 

 次に，（３）は軽自動車税の車体課税の実施でございます。まず，①の環境性能割の創設でご

ざいますが，平成２９年４月に自動車取得税が廃止されることに伴いまして，図２にございます

ように，現行の軽自動車税を種別割とし，これに環境性能割を加え，新たな軽自動車税とする改

正でございます。右ページ上段でございますが，環境性能割の課税標準は取得価額でございまし

て，免税点は５０万円，新車・中古車を問わず対象となります。 

 表の２をごらん願います。税率でございますが，各自動車の燃費基準値達成度に応じまして，

非課税，１％から３％の４段階となっておりますが，当分の間，２％を上限とするものでござい

ます。なお，経過措置といたしまして，㋐でございますが，税率を決定する燃費基準値達成度等

につきましては，技術開発の動向や地方財政への影響等を踏まえ，２年ごとに見直しを行うこと

とされております。 

 次に，㋑といたしまして，軽自動車税の環境性能割は当分の間，県が市町村にかわり賦課徴収

を行い，市町村は税収の５％分を徴収取扱費として県へ交付することになります。 

 なお，（２）の法人税割の税率の引き下げと（３）の①環境性能割の創設の改正期につきまし

ては，本年３月３１日に公布された法律の改正にあわせて行ったものでございまして，現時点で

は消費税の１０％の引き上げが延期される見込みでありますことから，さらに法律の改正により

まして，再度の改正が見込まれるところでございます。②はグリーン化特例の延長でございまし

て，現行の軽自動車税におけるエコカー減税措置の適用期限を１年間延長するものでございます。 

 次に，（４）は個人市民税の医療費控除の特例措置でございます。目的でございますが，普段

から病気の予防や健康増進に取り組み，医療機関の利用が少ない納税者に配慮し税金を優遇する

もので，適用期間は平成３０年度分から平成３４年度分の５年間としております。表の３をごら

ん願います。現行の医療費控除は，医療機関の処方による医薬品に限られておりますが，右側の

特例では，健康診断や予防接種を受けていることを要件としまして，スイッチＯＴＣ薬，これは
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医師の処方せんを必要とする医療用から市販薬へと切りかわった医薬品のことでございますけれ

ども，これらの購入費用を医療控除として認めるものでございます。なお，本特例は現行の医療

費控除とどちらか一方を選択しての適用となります。 

 最後の（５）は，固定資産税の特例措置でございます。再生可能エネルギー発電装置，いわゆ

る太陽光発電装置や風力発電装置などでございますが，これらに係る固定資産税の課税標準の減

額措置を２年間延長する改正でございます。 

 続きまして，大きな２の改正条例第２条関係でございますが，現行の軽自動車税を種別割とす

ることによる文言，条項のずれなどの整理を行うものでございます。大きな３の改正条例第３条

関係は，今回の条例改正に伴い，市たばこ税の経過措置における文言，様式，条項のずれなどを

整理するものでございます。 

 恐れ入りますが，議案書の１４ページにお戻り願います。中段の附則でございますが，第１条

で施行日は平成２８年４月１日からとし，第１号から第３号に掲げる規定はそれぞれ各号に定め

る日から施行するものでございます。次ページの第２条から１６ページの第４条までにつきまし

ては，市民税，固定資産税，軽自動車税に係る経過措置の規定でございます。 

 報告第２号は以上でございます。 

 続きまして，５１ページをお開き願います。報告第３号は，専決処分の承認を求めることにつ

いてでございます。５２ページに専決処分書の写しがございますが，「地方税法」の一部改正等

に伴い，常陸太田市都市計画税条例の一部を改正する条例を本年３月３１日に専決処分させてい

ただきました。内容につきましては，５３ページをお開き願います。 

 ３行目の第２条第２項から７行目の附則第１１項までの改正につきましては，「地方税法」の

改正により都市計画税の課税標準の特例措置が廃止，または新設されたことに伴う引用条項のず

れを整理するものでございます。附則でございますが，本条例は平成２８年４月１日から施行す

るものでございます。 

 なお，経過措置の規定でございますが，本条例は平成２８年度以降の都市計画税について適用

し，平成２７年度までの都市計画税につきましては，従前の例によるものとするものでございま

す。 

 報告第３号は以上でございます。 

 続きまして，５８ページをお開き願います。報告第４号は，専決処分の承認を求めることにつ

いてでございます。５９ページに専決処分書の写しがございますが，「地方税法施行令等の一部

を改正する政令」が本年３月３１日に公布されたことに伴い，４月１日から常陸太田市国民健康

保険税条例の一部を改正する条例を施行する必要があるため，同条例を本年３月３１日に専決処

分させていただきました。内容につきましては，新旧対照表にてご説明いたします。恐れ入りま

すが，６１ページをお開き願います。 

 第２条課税額でございますが，第２項におきまして，基礎課税額の課税限度額はこれまで５２

万円でしたが，２万円引き上げて５４万円とするものでございます。第３項におきまして，後期

高齢者支援金等課税額の課税限度額はこれまで１７万円でしたが，２万円引き上げて１９万円と
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するものでございます。これらの改正につきましては，所得の多い層に保険税負担の増をお願い

するものでございます。 

 ６１ページ下段から６２ページにかけての第２３条国民健康保険税の減額でございますが，非

健康保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準につきまして，改正するもので

ございます。第２号におきましては，５割減額の対象となる所得の算定におきまして，被保険者

数に乗ずべき金額を，これまでの２６万円から 5,０００円引き上げて２６万円 5,０００円とする

ものでございます。 

 第３号におきまして，２割減額の対象となる所得の算定におきまして，被保険者数に乗ずべき

金額を，これまでの４７万円から１万円引き上げて４８万円とするものでございます。これらの

改正につきましては，いずれも所得の低い層の国民健康保険税の軽減措置の対象者を拡大するも

のでございます。 

 第２６条の国民健康保険税の減免でございますが，第２項におきまして，平成２７年３月に専

決処分し，６月の定例会で承認をいただきました常陸太田市市税条例の一部の改正に伴い，保険

税の減免の申請期限を改めるものでございます。これまで減免申請期限につきましては，「納期

限の７日前」としておりましたが，これを「納期限まで」に改め，市税条例との整合性をとるも

のでございます。 

 恐れ入りますが，６０ページにお戻り願います。中段に附則がございますが，本条例は平成２

８年４月１日から施行するものでございます。 

 報告第４号は以上でございます。 

 続きまして，６３ページをお開き願います。報告第５号は，専決処分の承認を求めることにつ

いてでございます。６４ページに専決処分書の写しがございますが，「地方税法等の一部を改正

する等の法律」が平成２８年３月３１日に公布されたことに伴い，本年第１回市議会定例会にお

いてご承認をいただきました，行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律」の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例を本年４月１

日から施行する必要があるため，専決処分をさせていただきました。内容につきましては，新旧

対照表でご説明いたします。恐れ入りますが，６６ページをお開き願います。 

 改正となりますのは，本条例の一部であります常陸太田市固定資産評価審査委員会条例の附則

第２項適用区分でございます。第２項中，固定資産税に係る審査申し出の適用となる事項につい

て，適用されます内容に変更はございませんが，内容に関する根拠法令を明確にするなどの文言

の整理を行う改正でございます。 

 ６５ページにお戻り願います。附則でございますが，本条例は平成２８年４月１日から施行す

るものでございます。 

 報告第５号は以上でございます。 

 報告第６号につきましては，後ほど上下水道部長よりご説明申し上げます。 

 続きまして，６９ページをお開き願います。報告第７号は，専決処分の承認を求めることにつ

いてでございます。７０ページに専決処分書の写しがございますが，特別交付税の確定，市債の



 １６ 

変更等に係る予算措置について，平成２７年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）を３月３

１日に専決処分をさせていただきました。補正内容につきましては，恐れ入りますが７２ページ

をお開き願います。 

 平成２７年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）でございますが，第１条で歳入歳出予算

の総額にそれぞれ３億 8,４１９万 6,０００円を追加し，総額を２４７億 3,７４１万 8,０００円

としたものでございます。第２条で地方債の補正を行っております。詳細につきましては，事項

別明細書によりご説明いたします。恐れ入りますが，７９ページをお開き願います。 

 歳入でございます。２款地方譲与税から８０ページ２段目の１０款地方交付税までの補正につ

きましては，それぞれ３月期の交付額確定によるものでございます。１４款国庫支出金の補正に

つきましては，地方創生加速化交付金の確定により，3,４８２万 1,０００円を減額したものでご

ざいます。１７款寄附金の補正でございますが，３月定例会で議決をいただきました補正予算以

降に納入された，ふるさと常陸太田寄附金２０３万円を追加したものでございます。８０ページ

から８１ページにかけての２１款市債の補正でございますが，対象事業費の確定，国・県支出金

の確定などにより 6,０１０万円を減額したものでございます。 

 ８２ページをごらん願います。歳出でございます。２款１項３目財政管理費の補正につきまし

ては，次年度以降の交際費の償還財源といたしまして，減債基金へ３億 6,５２０万 6,０００円を

追加して積み立てるものでございます。６目企画費の補正につきましては，ふるさと常陸太田寄

附金２０３万円を基金に積み立てるものでございます。１６目諸費の補正につきましては，生活

保護費国庫負担金の精算に伴う返還金として，1,１７６万円を追加するものでございます。 

 ４款１項７目環境衛生費の補正につきましては，安全対策事業に係る水道事業会計出資金の確

定により，２５０万円を減額したものでございます。４款２項１目清掃総務費の補正につきまし

ては，戸別合併処理浄化槽設置整備事業に係る市債の確定によりまして，繰出金７７０万円を追

加したものでございます。 

 恐れ入りますが，７６ページにお戻り願います。第２表地方債補正でございます。まず，１の

変更でございますが，市債対象事業費の確定などから，これまでの限度額合計２０億 4,２５０万

円を１９億 8,７４０万円に減額したものでございます。次に，２の廃止でございますが，災害援

護資金の貸し付け実績がございませんでしたので，限度額５００万円を廃止したものでございま

す。 

 報告第７号は以上でございます。 

 続きまして，８４ページをお開き願います。報告第８号は，専決処分の承認を求めることにつ

いてでございます。８５ページに専決処分書の写しがございますが，市債の変更等に係る予算措

置について，平成２７年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第２

号）を３月３１日に専決処分させていただきました。補正内容につきましては，恐れ入りますが

８７ページをお開き願います。 

 第１条で歳入歳出予算の補正を，第２条で地方債の補正を行っております。詳細につきまして

は，事項別明細書によりご説明いたします。恐れ入りますが，９２ページをお開き願います。 
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 歳入でございます。７款市債につきましては，対象事業費の確定により７７０万円を減額し，

４款繰入金を同額の７７０万円増額したものでございます。 

 恐れ入りますが，８９ページにお戻り願います。第２表地方債補正でございます。１の変更で

ございますが，市債対象事業費の確定によりまして，これまでの限度額 3,５００万円を 2,７３０

万円に減額したものでございます。 

 報告第８号は以上でございます。 

 続きまして，９４ページをお開き願います。報告第９号は，平成２７年度常陸太田市一般会計

予算繰越明許費繰越計算書についてでございます。内容につきましては，９５ページに繰越計算

書がございますが，国の補正予算に基づく地方創生加速化交付金にかかわるもの，関係機関との

調整に日時を要したものなど，先の９月定例会，３月定例会で議決をいただきました金額の範囲

内におきまして，上段の情報セキュリティー強化対策事業から下段の高倉公民館整備事業までの

ごらんの１１事業，合計４億 4,０３６万 1,０００円を平成２８年度に繰り越すものでございます。 

 報告第９号は以上でございます。 

 続きまして，９６ページをお開き願います。報告第１０号は，平成２７年度常陸太田市下水道

事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書についてでございます。平成２７年度常陸太田市下水道

事業特別会計予算繰越明許費に係る歳出予算を繰り越しましたので，地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定に基づき報告するものでございます。内容につきましては，９７ページの繰越計

算書でご説明申し上げます。 

 茨城県が施工いたします那珂久慈流域下水道の建設工事が繰り越されたことによりまして，本

市に係る負担金３７７万 9,０００円を繰り越すものでございます。 

 私からは以上でございます。ご審議のほど，どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○深谷秀峰議長 上下水道部長。 

〔井坂光利上下水道部長 登壇〕 

○井坂光利上下水道部長 提案者にかわりましてご説明申し上げます。 

 議案書６７ページをお開きいただきます。報告第６号は，専決処分の承認を求めることについ

てでございます。６８ページに専決処分書の写しがございます。水道事業において生じた事故に

ついて損害賠償の額を確定し，和解を成立させる必要が生じたため５月１０日に専決処分させて

いただきました。 

 １の損害賠償の額は，２０４万 5,７６８円でございます。２の損害賠償の相手方は，常陸太田

市磯部町６０８番地，齋藤紘造氏でございます。３の事故の概要でございますが，平成２８年２

月１日，水道メーター開栓の際，齋藤氏が経営する常豊齋藤ビルの３０４号，２０４号，１０４

号を水浸しにしてしまう損害を与えたものでございます。損害賠償の額につきましては，天井，

内壁，床等の復旧費でございます。なお，損害賠償金につきましては，全額，日本水道協会水道

賠償責任保険で対応させていただきました。 

 報告第６号につきましては以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 
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            ─────────────────── 

 日程第３ 議案第６４号ないし議案第６８号 

○深谷秀峰議長 次，日程第３，議案第６４号常陸太田市財産の交換・譲与・無償貸付等に関す

る条例の一部改正について，議案第６５号常陸太田市医療福祉費支給に関する条例の一部改正に

ついて，議案第６６号常陸太田市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について，

議案第６７号消防ポンプ自動車購入契約について，議案第６８号平成２８年度常陸太田市一般会

計補正予算（第１号）について，以上５件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりましてご説明申し上げます。 

 議案書の９８ページをお開き願います。議案第６４号は，常陸太田市財産の交換・譲与・無償

貸付等に関する条例の一部改正についてでございます。 

 提案理由でございますが，市が所有する未利用地のより有効的な活用を推進することにより，

定住の一層の促進を図るため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 条例の説明に先立ちまして，お配りしてございますＡ４判の議案第６４号資料，市所有の未利

用地を活用した定住促進事業の概要について，事業の内容をご説明申し上げます。こちらの資料

でございます。 

 １の目的でございますが，市が所有し，長期間買い手がつかない住宅地を無償貸し付けし，一

定の条件のもとに譲与して，市外からの転入者の増加を図ろうとするものでございます。 

 ２の経過①でございますが，本条例につきましては，昨年９月の第３回市議会定例会において

ご審議をいただき，移住促進のために土地を譲渡する場合は，時価よりも低い価格で譲渡するこ

とができるよう改正をしたところでございます。②でございますが，この改正により平成２７年

度の事業では里美白幡台団地の６区画の分譲について，価格を１平米当たり6,０５０円から，子

育て世代を対象として１平米当たり1,７５０円で募集をいたしましたが，残念ながら販売には至

りませんでした。③でございますが，そこで全国の自治体が実施している定住促進事業の先進事

例を調査・検討しましたところ，無償貸し付け及び土地の譲与をセットにした事業を実施し，著

しく効果を上げた自治体がありましたことから，本市においてもこれを参考に今年度から新たな

定住促進事業を実施することといたしました。 

 ３の事業概要でございますが，①の対象土地につきましては，里美白幡台団地の６区画及び佐

竹南台団地の２区画でございます。②は事業の内容でございますが，募集から住宅建築，居住ま

での期間について，２年以内を条件として土地を無償で貸し付け，さらに③でございますが，住

宅建築後，１０年間は自己の住宅として使用することを条件に土地を譲与するものでございます。

④の募集の内容につきましては，里美白幡台団地は市外からの応募者いわゆるＵＩＪ組を，佐竹

南台団地につきましては市外からの子育て世代を対象といたします。⑤でございますが，今年度

は現地見学会を実施し，移住者募集をしていくものでございます。本議案は，当該事業を実施す

るために必要な条例の改正でございます。 
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 恐れ入りますが，議案書の１００ページにお戻り願います。改正の内容につきましては，新旧

対照表でご説明申し上げます。 

 第３条の普通財産の譲与または減額譲渡については，昨年改正をした第２項，右側の現行の一

番下でございますが，削除し，新たに第１項に，左側の改正案一番下でございますが，第５号と

して「定住促進のため普通財産を譲渡するとき」を追加するものでございます。 

 １０１ページをお開き願います。第４条の無償貸し付けにつきましては，第３号として，左側

改正案の一番下でございますが，「定住促進のため普通財産を貸し付けるとき」を追加するもの

でございます。 

 恐れ入りますが，９９ページにお戻り願います。附則でございますが，この条例は公布の日か

ら施行するものでございます。 

 議案第６４号は以上でございます。 

 続きまして，１０２ページをお開き願います。議案第６５号は，常陸太田市医療福祉費支給に

関する条例の一部改正についてでございます。 

 提案理由でございますが，医療福祉費支給に係る茨城県の小児及び妊産婦の所得制限基準額が

改正されたこと等に伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。詳細につきましては，新

旧対照表にてご説明申し上げます。恐れ入りますが，１０４ページをお開き願います。 

 第２条は定義でございます。第４号のアにつきましては，国の関係法令に配偶者のない男子が

規定されたため，右側現行の別表第２を，左側改正案の「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第６

条第２項に改めるものでございます。 

 中段の第４条は医療福祉費の支給でございます。議員の皆様には既にご承知のとおり，当市に

おける小児及び妊産婦への医療福祉費の支給につきましては，所得制限を撤廃し一律に支給を行

っているところでございます。今回の県制度における所得基準が改正されたことに伴い，第６項

に定める基準額につきまして，「児童手当法施行令」第１条に改めるものでございます。 

 １０５ページをごらん願います。右側下段の別表第２でございますが，先ほど第２条第４号の

アにおいて「別表」の文言を削除しましたので，別表第２を削除するものでございます。 

 恐れ入りますが，１０３ページへお戻り願います。附則でございますが，本条例は平成２８年

１０月１日から施行するものでございます。なお，経過措置でございますが，この条例の施行日

前における診療に係る医療福祉費の支給につきましては，従前の例によるものとしております。 

 議案第６５号は以上でございます。 

 続きまして，１０７ページをお開き願います。議案第６６号は，常陸太田市公共下水道事業受

益者負担に関する条例の一部改正についてでございます。 

 提案理由でございますが，受益者負担金等に係る延滞金の徴収について，ほかの市債権との整

合性を図り，統一的かつ効率的な事務処理を行うため，本条例の一部改正を行うものでございま

す。恐れ入りますが，１１０ページをお開き願います。詳細につきましては，新旧対照表でご説

明申し上げます。 

 右側現行の欄，第１０条は延滞金でございますが，これまで当条例では「督促」の条項がござ
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いませんでしたので，左側改正案の第１０条を「督促」の条項として定めるものでございます。

次ページでございますが，現行の「第１１条」委任を「第１２条」に改め，１１０ページ左側に

お戻りいただきまして，第１１条を「延滞金」に変更し，延滞金の徴収につきまして，ほかの債

権と同様に改めるものでございます。 

 恐れ入りますが，１０８ページにお戻り願います。最終行の附則でございますが，本条例は公

布の日から施行いたします。 

 次ページの第２条は，延滞金の割合を「租税特別措置法」の特例にあわせまして，ほかの債権

と同様に当分の間低く抑えるものでございます。 

 議案第６６号は以上でございます。 

 続きまして，１１２ページをお開き願います。議案第６７号は，消防ポンプ自動車購入契約に

ついてでございます。平成２８年５月１７日に一般競争入札に付した消防ポンプ自動車の購入に

ついて，下記のとおり，購入契約を締結するため，「地方自治法」第９６条第１項第８号の規定

に基づき議会の議決を求めるものでございます。 

 ３の契約金額は2,９８０万8,０００円，４の契約の相手方は，東京都港区西新橋３丁目２５番

３１号，株式会社モリタ，東京営業部部長山北忠司でございます。今回の消防ポンプ自動車は老

朽が著しい馬場町及び町屋町の分団に配備する予定でございます。次のページに参考といたしま

して，今回購入する消防ポンプ自動車の概要がございますので，後ほどごらんおき願います。 

 議案第６７号は以上でございます。 

 続きまして，別冊横長の議案書，平成２８年第２回常陸太田市議会定例会補正予算書をごらん

願います。議案第６８号は，平成２８年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）でございます。

恐れ入りますが，２枚めくりまして，１ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,９４５万6,０００円を追加し，総額を２２７億９

４５万6,０００円とするものでございます。 

 補正内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。恐れ入りますが，６ページ

をお開き願います。 

 歳入でございます。１４款２項６目教育費国庫補助金の補正につきましては，歳出予算の財源

としまして，学校施設環境改善交付金1,１９６万円を追加するものでございます。７目農林水産

業費国庫補助金の補正につきましては，歳出予算の財源としまして，山村活性化支援交付金９５

０万円を追加するものでございます。１８款２項１目財政調整基金繰入金の補正につきましては，

今回の補正財源として3,７９９万6,０００円を追加するものでございます。 

 ７ページをごらん願います。歳出でございます。５款１項３目農業振興費の補正につきまして

は，里美地区において竹などの未利用資源を有効活用する取り組みを，東京農業大学と連携して

今後３年間にわたり実施するものでございます。今年度は未利用資源の現況調査，竹の伐採等の

技術習得や地域資源の掘り起こし，商品化に向けた地域住民とのワークショップの開催などの費

用として，合わせまして９７７万6,０００円を追加するものでございます。 

 ９款２項１目学校管理費の補正につきましては，誉田小学校の大規模改修整備事業が国庫補助
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金の対象事業として追加交付されたことに伴い，トイレ改修に係る工事費として4,９６８万円を

追加するものでございます。 

 私からは以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○深谷秀峰議長 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，６月７日，定刻より本会議を開きます。 

 本日は，これにて散会いたします。 

午前１０時５６分散会 


